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はじめに 

 

部活動の意義 

   興味・関心のある同好の生徒が自主的・自発的に参加し、各部の責任者（顧問）の指導の 

下、学校教育の一環として行われる。また、体力や技術、感性の向上を図るだけではなく、 

生徒の自主性や協調性、責任感、連帯感などを育成するとともに、異年齢との交流の中で、 

生徒同士や教職員との人間関係の構築を図り、自己肯定感を高め、充実した学校生活を過ご 

す上で重要な教育活動である。 

 

 部活動を取り巻く諸課題 

   生徒数の減少により、学校単独での大会参加ができないなど、学校単位での部活動が成り

立たなくなりつつあり、「専門的な指導を受けたい」、「いろいろなスポーツ・文化芸術活動を

体験したい」など生徒からのニーズは多様化している。 

   学校における教職員の負担、安定的な活動をするための経費確保、施設の老朽化などによ

る練習環境の悪化などの多くの課題があり、学校だけでは多様で継続的な活動を維持できな

い状況である。 

 

江津市における持続可能な環境 

生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保することをめざ 

し、地域連携・地域展開の在り方について検討する。その中で、「地域の子どもたちは、学 

校を含めた地域で育てる。」という意識の下で、生徒の望ましい成長を保障できるよう、持 

続可能で多様な環境の一体的な整備により、市の実情に応じたスポーツ・文化芸術活動の最 

適化を図り、体験格差の縮減をめざす。 

市においては、現在は地域展開に協力可能な大学や民間業者、総合型地域スポーツクラブ

などの関連団体が存在しないことから、学校の部活動を基盤にして地域連携・地域展開を進

めていくことにより具体的な方策が実現できるものと考える。また、それぞれの部活動ごと

に、状況が異なることから、各競技性や活動の特性に沿った具体策を検討する。 

 

方針の対象 

   江津市立中学校の生徒の活動を対象とする。 
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Ⅰ 基本方針 

 １ 基本的な考え方 

（ア）部活動の地域連携・地域展開については、公立中学校の設置者である市が主体となっ

て、学校、地域のスポーツ・文化芸術団体、協会・連盟等が知恵を出し合い連携を図る

ことで、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむための持続可能な環境づくり

について検討する。また、令和 12年（2030年）開催の「島根かみあり国スポ・全ス

ポ」を見据えて、当該年度までを目安として検討する。 

（イ）平日及び休日におけるすべての部活動を対象として、地域連携・地域展開を進める。

なお、技術・技能等の向上のみならず、生徒の生きる力の育成、豊かな学校生活の実現

に意義や効果を有するものとして、実態や状況に応じた形で展開する。 

（ウ）部活動によっては、これまでどおりに当面継続できる見通しがある場合、地域展開や

体制変更をしないこともあり得る。ただし、生徒及び教職員数、部活動指導員等の配置

状況を踏まえ、適正な数の部活動を設置する。 

 

 ２ 今後の取組計画 

  （ア）市は、県の方針を基に令和６年度中に方針を策定し、令和７年度当初より試行的取組

を始める。 

  （イ）活動の状況を継続的に調査・検証し、随時国・県の動向も踏まえ、適宜、方針の見直し 

を行う。 

 

Ⅱ 役割分担 

 １ 市の役割 

  （ア）当分の間、江津市部活動地域連携検討協議会を主催する。 

  （イ）国及び県の方針等の動向を確認するとともに、実証事業に係る支援や他地域での取組 

事例の情報を参考にする。 

(ウ）学校と連携し、地域連携・地域展開における方針、具体的な取組等について、保護者

を含む関係者等に説明し、理解を得る。 

 

 ２ 学校の役割 

  （ア）市の方針に基づき、校区内の関係者による協議会を必要に応じて設置し、学校におけ 

る方針、具体的な取組等の検討、推進に努める。 
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(イ） 市と連携し、学校における方針、具体的な取組等について、保護者を含む関係者等に 

説明し、理解を得る。 

 

３ 地域の役割 

（ア） 市の方針に基づき、市内で活動するスポーツ・文化芸術団体、各種の協会・連盟等は

積極的に協力する。 

（イ） スポーツ・文化芸術団体、各種の協会・連盟等は指導者の発掘や育成に努める。 

 

Ⅲ 地域スポーツ・文化芸術活動の環境整備 

 １ 環境整備の考え方 

  （ア） 学校を含む地域が一体となって市の生涯スポーツ・文化芸術活動を創ることを目的に、 

以下の観点で実情に沿った環境づくりを検討する。 

① 部活動が担う新たな役割 

    ・生涯スポーツ・文化芸術活動への入り口と捉える。 

    ・技術・技能等の向上のみならず、スポーツ・文化芸術活動を楽しむことの本質や重要 

性、多様な人との関わり方等を学ぶ場とする。 

    ・生徒が主体となって方針を考えたり活動内容を選んだりし、生徒の自主性を尊重した 

活動とする。  

    ・生徒の多様性や個性を理解し、活動に係る課題や活動時間などで工夫や配慮をする。  

    ・「江津市部活動の在り方に関する方針」（令和６年９月改訂）に基づき、適切な休養日・ 

活動時間の設定等、生徒に過度な負担がかかることがないよう配慮する。 

② 生涯スポーツ・文化芸術活動を学校と地域が連携して地域に根付かせる。 

    ・部活動の一部を学校外で行うことで、教育活動としての部活動に加え、さらに活動し 

たい生徒に対して、活動の場を準備する。 

     ・協会・連盟等を通じて受け皿となる団体を作ることや部活動指導員等を活用した学校

部活動により、活動機会の確保に努める。 

    ➂ 競技力や技能の向上を主眼とした活動は、学校外と役割を分担し、連携を図る。 

    

 ２ 方針検討・体制整備 

（ア）江津市部活動地域連携検討協議会において、市における方針、具体的な取組、スケジュ

ール等の検討、推進に努める。また、県や他市町とも連携を図り、複数校や市町をまたい

だ活動についても検討する。 

  （イ）学校及び市のスポーツ・文化芸術団体、各種の協会や連盟、保護者等は、定期的・恒常的

に情報共有・連絡調整を行い、緊密に連携する。 

（ウ）市及び地域クラブ活動の運営団体・運営主体は、協議会等の場も活用し、地域クラブ活
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動中の生徒同士のトラブルや事故等の対応を含む管理責任の主体を明らかにし、共通理解

を図る。 

 

 ３ 指導者の質・量の確保 

  （ア）市は、県の規定や運用及び国が示す手引き等も参考にしつつ、兼職兼業の取扱いにつ 

いて検討する。 

  （イ）市は、市内におけるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者の発掘・把握 

に努める。 

（ウ）地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、参加者の健康管理、事故防止を徹底し、体 

罰・ハラスメントを根絶する。市は、適宜、研修会の開催や指導助言に努める。  

 

 ４ 活動場所の支援と移動に係る支援 

   （ア）市は、地域クラブ活動を行う団体等の学校施設、社会教育施設や文化施設等の利用に

ついて、利用を制限する規則の改正や低廉な利用料を認めるなど、負担軽減や利用しや

すい環境づくりに努める。 

  （イ）市及び学校は、学校の負担なく学校施設の円滑な利用を進めるため、行政、学校、関係

団体による協議会等を通じて、必要に応じて利用ルールの策定や運用管理のための環境

整備について検討する。 

（ウ）市は、地域クラブ活動への参加に係る移動について、参加にあたり個人での移動が困 

難な生徒への対応や、効率的な移動手段の確保について必要に応じて検討する。 

  

５ 費用負担の考え方 

   （ア）市は、地域クラブ活動に係る費用負担の在り方について、経済的に困窮する家庭の生

徒の地域クラブ活動への参加費用の支援等を含め、検証・検討する。 

   （イ）費用負担の在り方や、地域クラブ活動の立ち上げ・維持・運営等に係る負担につい 

て、国・県の動向を確認し、情報提供を受けながら検討する。 

 

 ６ 保険の考え方 

  （ア）地域クラブでの活動については、保険加入を原則とする。 

  （イ）市及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、保険加入の管理や費用負担の在り方 

について、協議・検討する。 

  

７ 活動の周知 

 （ア）市は、市の方針、具体的な取組、スケジュール等について、学校及び保護者を含む学校

関係者、並びに関係団体、指導者等への説明や、広報誌等での周知に努める。 
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８ 高等学校入学者選抜への対応 

 （ア）中学校は、個人調査報告書の「諸活動の記録」欄に在学中のスポーツ活動、文化芸術活 

動等について記載する際は、部活動のみならず地域クラブ等の学校外での活動についても 

状況の把握に努める。 

（イ）地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、学校や所属する生徒及び保護者からの求めに 

応じて、生徒の活動の記録等を提供する。 


